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１ 概要
6月21日、予防接種委託料（2019年4月分）を医療機関に振り込むに当たり、

振込書類を誤った金額で作成してしまったため、結果として医療機関に対し、
誤った委託料を振り込んでしまった。

２ 対象医療機関
県内26か所の医療機関

３ 対応
誤振込してしまった医療機関に対し、電話にて振込額が間違ってしまった旨を

伝え、謝罪した。少なく振り込んでしまった医療機関には差額をお支払いし、多
く振り込んでしまった医療機関には、差額の返還をお願いしていく。

４ 防止策
書類作成時に複数人でのチェックを徹底し、再発防止を図っていきます。

予防接種委託料の誤振込


